
皆様から事前にお寄せいただいた質問について

令和６年４月９日現在

Ｑ介護予防支援の指定を受けた場合、介護予防支援と介護予防
ケアマネジメントが月によって変わる方はプラン上問題ないか。

• 地域包括支援センターからの一部委託でケアプランを作成した場合は、プラ

ン種別の変更があっても請求書の変更のみで対応可能。（請求書Ⅰ→Ⅱ）

• 一方、指定介護予防支援事業者として利用者と契約した場合はその月の利用

サービスによって契約変更、居宅の届出の変更、ケアプランの再作成（地域

包括と契約（一部委託）の場合、原案確認）が必要となる。（※例：ショー

トステイを使う月と使わない月がある、訪問看護は2月に1回）⇒月によって

利用サービスが変わる方は一部委託で担当したほうが負担が少ない。

回答→月によって総合事業のみ、保険給付を含むなどケアマネジメントの種別

が変更する方は、契約、届出、ケアプランすべてにおいて対応の必要がある。

例）デイサービスと不定期にショートステイが必要な利用者
4月：介護予防支援（デイサービスとショートステイ）

指定介護予防支援事業者と契約・居宅の届出・ケアプランの作成

5月：介護予防ケアマネジメント（デイサービスのみ）
地域包括支援センターと契約・居宅の届出・ケアプランの作成・原案確認

6月：介護予防支援（デイサービスとショートステイ）
指定介護予防支援事業者と契約・居宅の届出・ケアプランの作成



Ｑ
一部委託契約を継続した場合、指定を受けた事業者にプランを移管し
なければならないか？

介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業者のＭケアマネジャーの担当する
要支援の利用者の例

Ａさん（デイケアを利用）⇒指定介護予防支援事業者として担当（介護予防支援）
Ｂさん（デイサービスとショートステイ）⇒包括からの一部委託として担当（介護予防支援）

Ｃさん（デイサービスと訪問介護）⇒包括からの一部委託として担当（介護予防ケアマネジメント）

https://www.mhlw.go.j
p/content/12300000/0
0123030.pdf

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_kourei
sha/index_00010.html（介護保険最新情報）

Ｑ 一件あたりの金額はいくらか？請求は国保連に直で行うのか？

〈現行〉 介護予防支援費 ４３８単位
地域包括支援センターが国保連に請求
一部委託している居宅介護支援事業者に委託料を支払う。

〈改定後〉介護予防支援費（Ⅰ） ４４２単位
※地域包括支援センターのみ

地域包括支援センターが国保連に請求
一部委託している居宅介護支援事業者に委託料を支払う。

介護予防支援費〈Ⅱ〉 ４７２単位（新設）
※指定居宅介護支援事業者のみ

指定介護予防支援事業者である居宅介護支援事業者が
国保連に請求する。

【参考】介護予防ケアマネジメントも介護予防支援の委託料と同額

https://www.mhlw.go.j
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_kourei


Ｑ
介護予防支援の指定をうけても、総合事業の介護予防ケアマネジメン
トは、現行通りの委託契約なのでしょうか？

・貴見のとおり
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料 令和6年3月 Ｐ３２

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001221554.pdf

Ｑ
契約書の書式を現行通り統一してほしい。内容に一部見直しや、追記が必要だ
と思います。今後の契約書類について説明をお願いします。

【現行】

利用者と介護予防支援事業者である北九州市（地域包括支援セン
ター）との契約のみ

【介護予防支援の指定開始予定の令和６年７月以降の契約書】

◇地域包括支援センターの契約書
一部を変更し、契約終了の要件に、「指定介護予防支援事業者

である居宅介護支援事業者と契約したとき」を追加予定

◇標準契約書の内容
（https://www.city.kitakyushu.lg.jp/files/001080246.pdf）

契約終了の要件に、要支援認定者が北九州市（地域包括支援セン
ター）と契約を締結したときを追加

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001221554.pdf
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/files/001080246.pdf


https://www.city.kitakyushu.lg.jp/files/001080246.pdf
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/file_0418.html

Ｑ 委託と指定の違いについて

【委託】
介護保険法（平成9年法律第123号）第115条の23第3項の規定に基づいて
介護予防支援（指定介護予防支援）の業務の一部を委託
地域包括支援センターである介護予防支援事業者のみ一部委託が可能

【指定】
◇介護保険法第115条の22
～（略）～地域包括支援センターの設置者又は、指定居宅介護支援事

業者の申請により、介護予防支援事業を行う事業所ごとに行い、当該指
定をする市町村長がその長である市町村が行う介護保険の被保険者に対
する介護予防サービス計画費～（略）～の支給について効力を有する。

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/files/001080246.pdf
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/file_0418.html


Ｑ
サービス期間途中で通所介護と訪問介護サービス以外のサービスを導入する
場合、包括を含めたスムーズな移行方法を教えてほしいです。

ケアプランの期間（令和6年4月1日～令和7年3月31日）

４月
訪問介護
通所介護

６月
訪問介護
通所介護
福祉用具を追加

①一部委託のまま担当
ケアプランの評価・変更
原案確認、担当者会議を経て、サービス（福祉用具）の利用開始

②指定介護予防支援事業者として担当する
契約を市（包括）から指定介護予防支援事業者に変更・居宅の届出
ケアプランの評価（～5月31日）
ケアプランの再作成・担当者会議を経てサービス利用開始
地域包括支援センターにケアプランの返却

下記の
①か②の対応

アセスメント→
福祉用具が必要

①か②の対応後に
福祉用具の利用開始

Ｑ 介護予防支援の指定を受けなくても、現在委託で受けている要支援
の利用者の支援は継続できるのでしょうか？

【委託】
・介護保険法（平成9年法律第123号）第115条の23第3項の規
定に基づいて介護予防支援（指定介護予防支援）の業務の
一部を委託

・地域包括支援センターである介護予防支援事業者のみ一部
委託が可能

令和６年度以降も介護予防支援・介護予防ケアマネジメン
トの一部委託は継続します。
現在、担当している利用者の支援はこれまで通り、一部委

託での継続が可能です。



Ｑ 地域包括支援センターの関わり、ケアプランチェック等
市役所への情報提供は具体的にどのような事をするのか（１）

Ｑ 地域包括支援センターの関わり、ケアプランチェック等
市役所への情報提供は具体的にどのような事をするのか（２）

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001221554.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001221554.pdf


Ｑ 地域包括支援センターの関わり、ケアプランチェック等
市役所への情報提供は具体的にどのような事をするのか（３）

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001221554.pdf
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料 令和6年3月 Ｐ32

Ｑ 指定を受けた場合は、原案確認の必要性はなくサービス利用開始
できるのでしょうか？

【介護予防支援】
指定介護予防支援事業者として作成した介護予防支援のケア

プランについては、地域包括支援センターの原案の確認は必要
ありません。

地域包括支援センターからの一部委託を受けて介護予防支援
を実施する場合、これまで通り原案の確認が必要です。

【介護予防ケアマネジメント】
介護予防・日常生活支援総合事業における第1号介護予防支援

事業（いわゆる介護予防ケアマネジメント）はこれまで通り地
域包括支援センターが実施するものであるため、一部委託を受
けて実施する場合は、原案の確認が必要です。

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001221554.pdf

